
●介護保険負担額

＜全ての利用者に適用される加算＞

　※その他の加算もありますが、適用される人とされない人がいます。

・安全対策体制加算 １人につき１回20円 ・看取り介護加算 死亡日1,280円～680円～144円～72円

・口腔衛生管理加算 １月につき　90円 ・退所時情報提供加算 １人につき１回250円

・初期加算 １日につき　30円 ・退所時相談援助加算 １人につき１回400円

（※金額は１割負担の場合）

●介護保険外負担額

●ひと月の利用料

　※上記以外の料金として、理美容代、立替金、病院から処方されるお薬代などのご負担金があります。

　※その他の加算は考慮していませんので、該当する加算が多くなるほど金額は増加します。

●食費と居住費に対する減額制度

☆介護保険負担限度額認定証☆

特別養護老人ホームふるさと介護保険料金早見表
2024年　8月現在

介護度
１日料金（円） 31日料金（円）

１割負担 ２割負担 ３割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

要介護3 815 1,630 2,445 25,265 50,530 75,795

・看護体制加算Ⅰ、Ⅱ 12 24 36 372 744 1,116

82,398

要介護5 955 1,910 2,865 29,605 59,210 88,815

要介護4 886 1,772 2,658 27,466 54,932

1,674

・サービス提供体制強化加算Ⅲ 6 12 18 186 372 558

・夜勤職員配置加算Ⅱ 18 36 54 558 1,116

30

・介護職員等処遇改善加算Ⅳ　 　・・・1カ月の総単位数（利用料金）に9.0％乗じた額が加算されます。

食　　　費
１日料金（円） 31日料金（円）

1,445 44,795

・生産性向上推進体制加算 ※一月につき 10 20

居　住　費
１日料金（円） 31日料金（円）

2,066 64,046

介護度
１日料金（円） 31日料金（円）

１割負担 ２割負担 ３割負担 １割負担 ２割負担 ３割負担

195,107

要介護4 4,516 5,521 6,526 139,995 171,150 202,304

要介護3 4,439 5,366 6,294 137,596 166,352

利用者負担第１段階
生活保護受給者であること

300 880 1,180
住民税非課税世帯（世帯全員が非課税）で老齢福祉年金受給者

209,299

区分 適用要件
食費

（１日）
居住費
（１日）

合計
（円）

要介護5 4,591 5,671 6,752 142,327 175,813

利用者負担第３段階①

住民税非課税世帯、及び配偶者が住民税非課税

650 1,370 2,020合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円を超えて１２０万円以下

本人と配偶者の預貯金など資産額１,550万円以下（配偶者なしの場合は550万円以下）

利用者負担第２段階

住民税非課税世帯、及び配偶者が住民税非課税

390 880 1,270合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の方

本人と配偶者の預貯金など資産額1,650万円以下（配偶者なしの場合は650万円以下）

利用者負担第４段階 　※適用なし 1,445 2,066 3,511

利用者負担第３段階②

住民税非課税世帯、及び配偶者が住民税非課税

1,360 1,370 2,730合計所得金額と課税年金収入額の合計が１２０万円超え

本人と配偶者の預貯金など資産額１,500万円以下（配偶者なしの場合は500万円以下）



☆社会福祉法人等による利用負担の軽減制度☆

　市民税世帯非課税者であり、次の要件を全て満たす者及び生活保護受給者が対象

①年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が１人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

②預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が１人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

④負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

⑤介護保険料を滞納していないこと。

　該当されますと介護保険サービスに係る利用者負担額並びに食費、居住費が4分の1軽減されます。

　減額制度を利用するためには自治体に申請をして認定を受ける必要があります。

　減額制度に該当するかどうかは市民局にお問い合わせください。

　また、１年間の期限（京丹後市は7月末まで）がありますので１年ごとに申請が必要です。

　申請をしていなかったり、該当しなくなった場合には本制度を利用する事は出来ません。

※上記以外の料金として、理美容代、立替金、病院から処方されるお薬代などのご負担金があります。

介護度・限度額別料金表（月31日計算）

社福軽減後金額介護度 限度額認定 介護保険 食費 居住費 合計

介護度３

1
割
負
担

第１段階

28,766

9,300 27,280

第３段階① 20,150 42,470

第４段階

91,386 68,539

第３段階② 42,160 42,470 113,396 85,046

65,346 ※医療券の金額による

第２段階 12,090 27,280 68,136 58,293

３割負担 86,299 44,795 64,046 195,140

44,795 64,046 137,607

２割負担 57,532 44,795 64,046 166,373

介護度４

1
割
負
担

第１段階

31,165

9,300 27,280

第３段階① 20,150 42,470

第４段階

93,785 70,338

第３段階② 42,160 42,470 115,795 86,846

67,745 ※医療券の金額による

第２段階 12,090 27,280 70,535 60,692

３割負担 93,496 44,795 64,046 202,337

44,795 64,046 140,006

２割負担 62,331 44,795 64,046 171,172

介護度５

1
割
負
担

第１段階

33,497

9,300 27,280

第３段階① 20,150 42,470

第４段階

96,117 72,087

第３段階② 42,160 42,470 118,127 88,595

70,077 ※医療券の金額による

第２段階 12,090 27,280 72,867 63,024

３割負担 100,490 44,795 64,046 209,331

44,795 64,046 142,338

２割負担 66,994 44,795 64,046 175,835


